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１．基本的な考え方

６－１.施設計画条件等の整理

６－１　施設計画条件等の整理

　あわせて、行政機関と同一施設に特産品販売、観光情報、イベントコーナーなどの交流エリア

壁面後退：なし

建築地域：商業地域

防火地域：準防火地域

建ぺい率：８０％

容積率　：４００％

高さ制限：なし

　　　　　クラブハウス（08470事務所、08310休憩所）

緑化率　：なし

開発行為　：なし（但し、安積疏水に関する行為がある場合は、協議有り。）

建物用途：複合施設（08300地方公共団体の支庁又は支所、08440店舗、08380ホール、08550集会場）

　１．温泉・観光・スポーツ・健康の機能が連携した多目的交流施設

　また、クラブハウスや観客席が設置され、集客が見込まれるフットボールセンターに加え、近

・スポーツ・健康をキーワードに、地域住民と外来者が共に行き交う多目的交流施設として計画

　２．充実した設備と高い集客力を持つフットボールセンター

　３．行政サービス向上と防災機能の強化

　４．多目的交流エリアと公共サービスエリアの一体化

１０

　当該計画の予定地は、磐梯熱海温泉の玄関口となる磐梯熱海駅に近接した場所であり、熱海地

区の中心エリアです。土砂災害の警戒区域内にある現在の熱海行政センター・熱海公民館を当該

地に移転し、行政サービス向上と防災機能の強化を図り、地域住民の安全性と利便性の向上を図

ります。

を設け、地域の賑わい、活性化につながる施設計画とします。

隣にはアイスアリーナ、サッカー場などのスポーツ施設が集約されていることから、温泉・観光

します。

　以上を基本のコンセプトとして計画を行います。

　５．機能性・耐久性に優れ長期的かつフレキシブルに使用可能な施設

・ライフサイクルコストの縮減を十分に考慮した設計を行うこと。

・工事のコスト縮減に努めた設計を行うこと。

・使用資材の単純化に努めた設計を行うこと。

・県内の労動力不足の状況及び施工能力に応じ、工法仕様を考慮した設計を行うこと。

・市内企業及び地産資材の活用に努めた設計を行うこと。

３．設計条件

・公共サービスエリアに関しては、各関係課の条例を確認し、施設設計を行うこと。

　確認申請と同時期に提出すること。

・エネルギーの使用の合理化に関する法律により、省エネルギー計画書を作成のうえ、

２．法的条件
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＜北西側道路＞

・巾員：18m

・歩道：両側にあり

＜北東側道路＞

・歩道：無し

Ｎ

　 （GL-1.200、天端HPφ800)

＜南西側道路＞

・巾員：5.9m～10.2m

・歩道：無し

駐車場④

整備敷地 整備敷地

駐車場③

フットボールセンター
クラブハウス
建設予定地

整備敷地

駐車場②
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既設温泉管（埋設物）

既設貯水槽躯体（埋設物）

既設貯水槽躯体（埋設物）

既設土留め基礎（埋設物）

６－２．　周辺環境の検討

６－２.周辺環境の検討

○ 北西側道路は、磐梯熱海駅につながる道路であり、

　 歩道も整備されており、車・人の移動に使用される
　 主要道路である。

＜ 周辺地域についての考察 ＞

　 道路の反対側は、住宅や公園がある。

　 と狭く、歩道は無く人通りは少ない。

　 道路を挟んで反対方向はＪＲ敷地で線路敷きになっている。

　 徒歩による動線となる。

　 この道路の東側には、整備予定の市の駐車場があり、

○ 本計画敷地内に安積疏水の地下水路が埋設されている。
・巾員：8ｍ

○ 北東側道路は、8.0m道路で歩道は無い。

○ 南西側道路は、5.9～10.2m（本敷地に接する部分は6m程度）
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事務室 子供の遊び場

ホール

　 開放的な空間とする。

　・１階は、一般外来客の集客スペースとなるため、天井を高くとり、

・各階の階高は、設備ダクトスペースとなるため、メンテナンス

　更新時の作業性を考慮する。

　２．積雪を考慮し、屋根は陸屋根とし無落雪とする。

用　途 構　造 階　数名　称

ＲＣ＋Ｓ

外構工事

駐車場整備

平屋建

・フットボールセンターの暗渠排水について

　センターの中心（長辺方向）に対して0.3％の横断勾配として、

両サイドに200Φ程度、集水管として10ｍピッチで100Φ程度を配置して、

側溝に接続させる。

100 100

1
0
0

1
0
0

b

B

hH

名称 B・H b・h

150Φ 350 150

200Φ 400 200

吸出防止材ｔ10

単粒砕石4号

暗渠排水管150Φ～200Φ

・フットボールセンター計画内にある安積疏水についてセンター造成にあたり

確認方法として、掘削により構造物の劣化状況の目視による観察評価・断面確認

鉄筋探査による鉄筋位置の確認、コンクリート強度の確認（シュミットハンマー、

４．　雨水排水計画

５．　暗渠排水計画

６－３.施設計画及び排水計画の検討

６－３.　施設計画及び排水計画の検討

１２

　４．熱海町で親しみのある歴史建造物のイメージを取り入れる。

クラブハウス棟 事務所・更衣室

駐車場・観覧席

ＲＣ 平屋建

フットボールグラウンド

１．計画施設条件

多目的交流エリア

公共サービスエリア

観覧席

特産品販売（1階）

多目的ホール

公民館（2階）

体育館・防災施設

行政センター等

大ホールエリア

貸館エリア

平屋建

２階建

平屋建

２階建

２．立面計画

３．断面計画

　３．磐梯熱海駅の近接地のためシンボリック性を取り入れる。

　以上を外観コンセプトとして計画を行う。

６．　安積疏水

　現場作業荷重に耐え得るかどうかの確認が必要である。

構造物の安全性の確認が必要である。

　１．明るいシンプルな外観イメージを創出する。

・排水計画は白河1/10年確率とする。

超音波測定・コア抜きサンプリング採取）、中性化試験などにより、
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７.土地利用計画及び施設構成図

１ ３

３つの機能を集約した新しい形態の複合施設の創出

７．土地利用計画及び施設構成図

公共サービス施設　観光・物産の拠点　フットボールセンター

ホール

イベントコーナー

ク
ラ

ブ
ハ

ウ
ス

観覧席

観覧席

観覧席

2階

1階

1階

屋上

クラブハウス＋駐車場

フットボールセンター

（体育館＋
防災拠点機能）

熱海駅前方面

多目的交流エリア 大ホールエリア 公共サービスエリア

大ホール

貸館エリア

　　■　２階の施設構成

◆ 　 公 民 館 （ 事 務 室 ）

◆ 　 子 供 の 遊 び 場

◆ 　 図 書 室

◆ 　 会 議 室

： 子 育 て コ ー ナ ー を 併 設 し

　 図 書 室 近 く に 設 け る 。

： 利 用 規 模 に よ り 分 割 可 能 と し

◆ 　 観 光 物 産 コ ー ナ ー

◆ 　 多 目 的 ホ ー ル

◆ 　 展 示 コ ー ナ ー

◆ 　 調 理 室

◆ 　 イ ベ ン ト コ ー ナ ー （ 屋 外 ）

◆ 　 大 ホ ー ル

　　■　１階の施設構成

　　■　１階の施設構成

　 施 設 の 管 理 ・ 運 営 を 行 う 。

： 住 民 サ ー ビ ス 業 務

　 フ レ キ シ ブ ル に 対 応 。

　　　　　（貸館エリア）

（多目的交流エリア＋大ホールエリア）

　 機 能 を プ ラ ス し 、 多 目 的 に 使 用 す る 。

： 駅 前 ・ 道 路 沿 い に イ ベ ン ト コ ー ナ ー

： 大 ホ ー ル は 、 体 育 館 機 能 に 防 災 拠 点

　　　　　（公共サービスエリア）

◆ 　 行 政 セ ン タ ー 等 ： 住 民 票 の 発 行 等 の サ ー ビ ス や

　　■　１階の施設構成

　　　　　（フットボールエリア）

◆ 　 ク ラ ブ ハ ウ ス

◆ 　 駐 車 場

◆ 　 フ ッ ト ボ ー ル グ ラ ウ ン ド

◆ 　 ク ラ ブ ハ ウ ス

◆ 　 駐 車 場

◆ 　 フ ッ ト ボ ー ル グ ラ ウ ン ド

： 正 規 ピ ッ チ 、 夜 間 照 明 と フ ェ ン ス の

　 設 置 。 地 域 の 運 動 会 、 イ ベ ン ト 、

　 子 供 の 遊 び 場 と し て 活 用 可 能 。

： ピ ロ テ ィ ー 式 駐 車 場 は 、 イ ベ ン ト

　 開 催 時 等 に 多 目 的 に 利 用 。

　 宿 泊 に つ な が る 取 組 を 行 う 。

　 や 観 光 物 産 コ ー ナ ー を 設 け 、 誘 客 や

： イ ベ ン ト 開 催 時 に は 、 多 目 的 ホ ー ル 及

　 び 大 ホ ー ル を 開 放 し 物 産 ・ 食 の 提 供 。
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大ホール

調理室等）

（特産品販売、展示、

地域交流、観光情報、

多目的交流エリア

公共サービスエリア

（行政センター等）

８.施設ゾーニング図

１４

（公民館、

図書館分室等）

貸館エリア
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■　安積開拓、安積疏水事業の歴史の提供

９.　見込まれる効果

■　地域住民への公共サービスの向上

　・　利便性の高い磐梯熱海駅近接地のため、地域住民の活発な利用が期待される。

　・　多目的ホール、子どもの遊び場、大ホールなどの機能の集約化により、子ど

　　　ティの活性化が見込まれる。

　　　もから高齢者まで幅広く利用が可能であり、世代間交流など、地域コミュニ

■　集客による地域経済の活性化

　・　磐梯熱海駅に近接しているため、多目的交流施設を熱海町の情報発信施設と

■　地域住民のコミニュティの活性化

により、地域の賑わいが図られる。

　　　して、観光資源の一元的情報提供や地元農産物販売、イベント等を行うこと

　・　郡山ユラックス熱海等の既存施設との連携やフットボールセンターを活用し

　　　るとともに、インバウンドスポーツ観光による温泉街の活性化が図られる。

　　　た合宿・大会等の誘致を行うことにより、選手、関係者等の集客が見込まれ

・　磐梯熱海温泉の歴史、安積開拓、安積疏水事業及び発電所施設の歴史につい

　　て展示コーナーを設置し、観光コースに組み入れることにより、外来者の増

　　加が見込まれる。
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名 　 称

・ 敷 地 の 定 義 に 基 づ い て 、 ひ と つ の 敷 地 で の ２ 以

　 上 の 用 途 の 建 築 物 の 不 可 分 性 が 問 題 に さ れ る こ

名 　 称

Ⅰ 　 確 認 　 許 可

　 　 可 分 、 不 可 分 の 検 討 令 　 1条 1号

　 　 一 般 構 造 規 定

　 　 　 採 光

令 　 20条 2項 ・ 有 効 採 光 面 積 は 、 そ の 居 室 の 開 口 部 ご と の 面 積

　 に そ れ ぞ れ の 採 光 補 正 係 数 を 乗 じ た 面 積 を 合 計

　 し て 算 定 す る 。 採 光 補 正 係 数 は 令 20条 2項 に 掲

　 げ る 地 域 又 は 区 域 の 区 分 に 応 じ た 数 値 と す る 。

・ 天 窓 の 採 光 補 正 係 数 は 、 上 記 の 方 法 に よ る 数 値

法 　 28条 3項

令 　 20条 の 3

・ 調 理 室 な ど 火 気 を 使 用 す る 室 に 設 け る 換 気 設 備

　 は 、 令 20条 の 3に 定 め る 、 国 土 交 通 省 の 認 定 を

　 受 け た 換 気 設 備 と し な け れ ば な ら な い 。 た だ し

　 密 閉 式 燃 焼 器 具 を 設 け て い る 室 は 換 気 設 備 を 必

　 要 と し な い 。

・ 居 室 に は 換 気 に 有 効 な 開 口 部 を 設 け 、 そ の 換 気法 　 20条 2項

令 　 20条 の 2

令 129条 の 2の 6

　 　 天 井 の 高 さ 令 　 21条

令 　 23条　 　 階 段

　 踏 面 の 寸 法 は 次 の よ う に 規 定 さ れ て い る 。

※ 本 計 画 建 物 に 該 当 す る 部 分 の 抜 粋

　 階 の 階 段 。

　 階 段 、 踊 場 の 幅 　 　 １ ２ ０ ｃ ｍ 以 上

　 蹴 上 げ の 寸 法 　 　 　 ２ ０ ｃ ｍ 以 下

　 地 上 階 の 居 室 床 面 積 の 合 計 が 200㎡ を 超 え る 地 上

　 踏 面 の 寸 法 　 　 　 　 ２ ４ ｃ ｍ 以 上

　 階 段 、 踊 場 の 幅 　 　 ７ ５ ｃ ｍ 以 上

　 蹴 上 げ の 寸 法 　 　 　 ２ ２ ｃ ｍ 以 下

　 踏 面 の 寸 法 　 　 　 　 ２ １ ｃ ｍ 以 上

上 記 以 外 の 階 段

令 　 24条

　 　 直 通 階 段 で は 、 踊 場 の 踏 み 面 を 1.2ｍ 以 上 と

　 す る 。

　 踊 場 を 設 け な け れ ば な ら な い 。

・ 階 段 で 高 さ 4ｍ を 超 え る も の は 、 4ｍ 以 内 ご と に

令 　 25条 ・ 手 す り を 設 け 、 高 さ は 1.1ｍ 以 上 と す る 。 階 段

　 の 幅 が 3ｍ を 超 え る 場 合 は 、 中 間 に 手 す り を 設

　 け る 。

　 　 傾 斜 路 令 　 26条

① 勾 配 は 1/8を 超 え な い 。 表 面 は 粗 面 と し 、 滑 り

　 に く い 材 料 で 仕 上 げ る 。

② 幅 、 踊 場 及 び 手 す り は 階 段 の 規 定 に よ る 。

　 　 防 火 、 内 装 制 限 等

　 　 大 規 模 建 築 物 の

　 　 主 要 構 造 部

法 　 21条 ・ 主 要 構 造 部 （ 床 、 屋 根 及 び 階 段 を 除 く ） の う

　 ち 自 重 又 は 積 載 荷 重 （ 多 雪 地 域 で は 積 雪 荷 重

　 を 含 む ） を 支 え る 部 分 が 木 材 、 プ ラ ス チ ッ ク

　 そ の 他 の 可 燃 材 料 で つ く ら れ た 建 築 物 で 、 次

　 に 示 す 規 模 の も の は 主 要 構 造 部 を 耐 火 構 造 又

　 は そ れ と 同 様 の 耐 火 性 能 を 持 つ も の （ 法 2条

　 9号 の ） と し な け れ ば な ら な い 。

① 高 さ が 13ｍ 、 又 は 軒 の 高 さ が 9ｍ を 超 え る も

　 の 。

② 延 べ 面 積 が 3000㎡ を 超 え る も の 。 た だ し 、 ①

　 の 場 合 、 令 129条 の 2の 3の 技 術 の 基 準 に よ る こ

　 と に よ り 主 要 構 造 部 を 準 耐 火 構 造 物 と す る こ

　 と が で き る 。

　 　 耐 火 建 築 物 等 と し

　 　 な け れ ば な ら な い

　 　 建 築 物

　 　 耐 火 建 築 物 等 と し

　 　 な け れ ば な ら な い

　 　 特 殊 建 築 物

27条 1項

法 別 表 第 1

・ 3階 以 上 の 階 を 学 校 、 体 育 館 、 図 書 館 等 、 公 会

　 堂 、 集 会 場 等 、 病 院 、 診 療 所 、 寄 宿 舎 、 児 童

　 福 祉 施 設 等 の 用 途 に 供 す る も の 、 及 び 公 会 堂 、

　 集 会 場 で 客 席 の 床 面 積 が 200㎡ 以 上 の も の は 、

　 耐 火 建 築 物 と し な け れ ば な ら な い 。 （ 除 外 規

　 定 が あ る ）

１０.関係法令の検討

１０．関係法令の検討

１ ６

Ⅱ 　 単 体 規 定 関 係

　 と が あ る の で 、 学 校 等 と 異 な る 用 途 の 建 築 物 を

　 企 画 ・ 計 画 す る に 当 た っ て 、 特 定 行 政 庁 に 予 め

　 ２ 以 上 の 用 途 の 建 築 物 が 成 立 す る こ と を 確 認 す

　 る こ と が 必 要 で あ る 。

　 た だ し 採 光 補 正 係 数 は 上 限 を 3.0と す る 。

　 を 乗 じ た 数 値 と し 、 外 側 に 90cm以 上 の 縁 側 が あ

　 る 開 口 部 の 場 合 、 同 様 に 0.7を 乗 じ た 数 値 と し て

　 に 有 効 な 部 分 の 面 積 を 居 室 の 面 積 の 1/20以 上 と

　 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 令 129条 の 2の 6

　 に 定 め ら れ る 換 気 設 備 を 設 け た 場 合 に は 有 効 換

　 気 面 積 を 確 保 し な く て も よ い 。

・ 建 築 物 の 階 段 お よ び 踊 場 の 幅 、 階 段 の 蹴 上 げ 、

・ 階 段 に 代 わ る 傾 斜 路 は 次 の 規 定 に よ る 。

　 そ の 上 限 を 3.0と す る 。

建築基準法及び消防法の確認

・ 建 築 物 の 居 室 の 天 井 の 高 さ は 2.1ｍ 以 上 と す る 。





名 　 称名 　 称

・ 避 難 階 の 階 段 か ら 屋 外 へ の 出 口 の 距 離 は 第 120

　 条 に 定 め た 距 離 以 内 と し 、 居 室 か ら 屋 外 へ の 出

　 口 ま で の 歩 行 距 離 は 、 こ の 距 離 の ２ 倍 以 内 と す

　 る 。

　 屋 外 へ の 出 口 、 屋 上

　 広 場 な ど

　 　 屋 外 へ の 出 口

令 　 125条

令 　 125条 の 2

　 屋 上 広 場 な ど 令 　 126条 ・ 屋 上 広 場 又 は ２ 階 以 上 の 階 に 設 け る バ ル コ ニ ー

　 等 の 周 囲 に は 、 高 さ が 1.1ｍ 以 上 の 手 す り 壁 等

　 を 設 け な け れ ば な ら な い 。

　 　 敷 地 内 通 路 ・ 不 特 定 多 数 の 人 々 が 利 用 す る 特 殊 建 築 物 、 階 数令 　 128条

　 避 難 と 防 炎 の た め

　 の 設 備

　 　 排 煙 設 備 の 設 置

令 　 126条 の 2

令 　 126条 の 3

・ 不 特 定 多 数 の 人 々 が 利 用 す る 大 規 模 な 特 殊 建 築

　 に は 、 学 校 と 体 育 館 等 を 除 き 、 原 則 と し て 排 煙

　 設 備 を 設 け な け れ ば な ら な い 。

　 　 非 常 用 の 照 明 設 備

　 　 の 設 置

令 　 126条 の 4 ・ 不 特 定 多 数 の 人 々 が 利 用 す る 特 殊 建 築 物 、 階 数

　 そ の 他 の 開 口 部 の 面 積 が そ の 居 室 の 床 面 積 の

　 1/20未 満 の も の 、 又 は 延 べ 面 積 1000㎡ を 超 え る

　 建 築 物 は 、 学 校 、 体 育 館 等 、 病 院 の 病 室 、 寄 宿

　 舎 の 寝 室 を 除 き 、 非 常 用 の 照 明 設 備 を 設 け な け

　 れ ば な ら な い 。

　 　 非 常 用 進 入 口 令 　 126条 の 6

令 　 126条 の 7

・ 非 常 用 エ レ ベ ー タ ー を 設 置 し て い る 場 合 、 外 壁

　 　 ハ ー ト ビ ル 法 上 の

　 　 特 定 建 築 物 の 特 定

　 　 施 設

ﾊｰﾄﾋﾞﾙ法 2条

ﾊｰﾄﾋﾞﾙ令 1条

建 告 1987号

・ 病 院 、 集 会 場 、 体 育 館 、 一 般 公 共 用 自 動 車 車 庫

　 等 の 特 定 建 築 物 に お け る 出 入 口 、 廊 下 そ の 他 こ

　 れ に 類 す る も の 、 階 段 、 傾 斜 路 、 昇 降 機 、 便

　 所 、 駐 車 場 、 敷 地 内 通 路 等 の 特 定 施 設 に つ い て

　 は 、 建 告 1987号 「 特 定 施 設 を 高 齢 者 、 身 体 障 害

　 者 等 が 円 滑 に 利 用 で き る よ う に す る た め の 判 断

　 の 基 準 」 の 基 礎 的 基 準 お よ び 誘 導 的 基 準 が 、 都

　 道 府 県 知 事 が 特 定 建 築 物 と し て 認 定 を 行 う と き

　 の 判 断 基 準 と な る 。

　 　 建 築 設 備

　 　 　 給 排 水 設 備

令 129条 の 2の 5

1項

令 129条 の 2の 5

2項

令 129条 の 2の 5

3項

法 31条 　 2項

令 32条

・ そ れ ぞ れ 令 129条 の 2の 5第 1項 、 同 第 2項 、 同 第

　 3項 、 法 31条 第 2項 及 び 令 32条 の 規 定 を 満 足 す る

　 配 管 設 備 、 飲 料 水 設 備 、 排 水 設 備 、 屎 尿 浄 化 槽

　 と す る 。

令 20条 の 2

令 129条 の 2の 6

3項

令 129条 の 2の 7

　 　 空 気 調 和 設 備 ・ 空 気 調 和 設 備 が 設 け ら れ る 場 合 、 令 20条 の 2及

　 び 令 129条 の 2の 6第 3項 の 規 定 を 満 足 し 、 冷 却 塔

　 が 設 け ら れ る 場 合 、 令 129条 の 2の 7の 規 定 を 満

　 足 し な け れ ば な ら な い 。

　 　 避 雷 設 備 法 33条

令 129条 の 14

令 129条 の 15

　 及 び 令 129条 の 規 定 を 満 足 し な け れ ば な ら な い 。

　 　 消 防 用 設 備

　 　 　 消 防 用 設 備 の 設 置

消 防 　 2条

消 令 別 表 第 1

消 法 　 17条

消 令 10条 ～ 29条

の 3

・ 防 火 対 象 物 の 耐 火 建 築 物 の 種 別 、 延 べ 面 積 、 地

　 階 ・ 無 窓 階 ・ 4階 以 上 の 床 面 積 に 応 じ て 屋 内 消

　 火 栓 及 び 自 動 火 災 報 知 設 備 を 、 建 築 物 の 耐 火 性

　 及 び 床 面 積 に 応 じ て 屋 外 消 火 栓 を 、 ま た 建 築 物

　 の 11階 以 上 に は ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 を 、 階 数 又

　 は 特 定 の 床 面 積 に 応 じ て 連 結 送 水 管 を 、 地 階 の

　 床 面 積 に 応 じ て 連 結 散 水 設 備 を 、 駐 車 場 及 び 可

　 燃 物 の 貯 蔵 室 に は 特 殊 消 火 設 備 を そ れ ぞ れ 設 置

　 し な け れ ば な ら な い 。 ガ ス 漏 れ 警 報 設 備 を 設 置

　 し な け れ ば な ら な い 場 合 も あ る 。

　 　 ま た 防 火 対 象 物 に は 誘 導 標 識 を 、 か つ 特 定 防

　 火 対 象 物 の 各 階 、 又 は 、 そ の 他 の 防 火 対 象 物 の

　 地 階 、 無 窓 階 、 11階 以 上 の 階 に は 避 難 口 誘 導 灯

　 及 び 通 路 誘 導 灯 を 設 置 し な け れ ば な ら な い 。
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　 の あ る 建 築 物 、 延 べ 面 積 が 1000㎡ を 超 え る 建 築

　 物 に は 、 屋 外 避 難 階 段 又 は 避 難 階 に お け る 屋 外

　 の 敷 地 内 通 路 を 設 け な け れ ば な ら な い 。

　 へ の 出 口 か ら 道 路 や 公 園 に 通 じ る 幅 1.5ｍ 以 上

　 物 で 延 べ 面 積 が 500㎡ を 超 え る も の 、 階 数 が 3以

　 上 で 延 べ 面 積 が 500㎡ を 超 え る 建 築 物 、 排 煙 の

　 無 窓 居 室 、 又 は 延 べ 面 積 1000㎡ を 超 え る 建 築 物

　 が 3以 上 で 延 べ 面 積 が 500㎡ を 超 え る 建 築 物 、 窓

　 に 令 126条 の 6の 開 口 部 が あ る 場 合 を 除 き 、 高 さ

　 31m以 下 の 部 分 に あ る 3階 以 上 の 階 （ 火 災 に 発 生

　 の お そ れ が 少 な い 用 途 の 階 を 除 く ） に 、 令 126

　 部 ） を 設 け な け れ ば な ら な い 。

　 条 の 7の 非 常 用 進 入 口 （ バ ル コ ニ ー の あ る 開 口

・ 高 さ が 20ｍ を 超 え る 建 築 物 は 、 令 129条 の 14

　 が 3以 上 の 建 築 物 、 採 光 及 び 排 煙 上 の 無 窓 居 室

建築基準法及び消防法の確認
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